
論

説

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
選
挙
区
に
つ
い
て

英
国
に
お
け
る
議
員
と
選
挙
区
の
関
係

森

脇

俊

雅

(

�1)

国
家
公
務
員
の
政
治
活
動
の
自
由
を
め
ぐ
る
二
つ
の
東
京
高
裁
判
決

堀
越
事
件
判
決
と
世
田
谷
事
件
判
決
の
意
義

長

岡

徹

(

�37)

わ
が
国
に
お
け
る
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
実
態
と

労
働
法
上
の
諸
問
題

柳

屋

孝

安

(

�67)
一
般
免
責
請
求
権
論

ド
イ
ツ
法
の
紹
介
と
日
本
法
へ
の
示
唆

渡

邊

力

(

�103)
｢

政
策
手
段
と
し
て
の
政
府
契
約
」
の
法
問
題

野

田

崇

(

�)

著
作
権
の
原
始
的
所
有
者
を
特
定
す
る
た
め
の
準
拠
法

山

口

敦

子

(

�199)

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
公
務
員
上
級
幹
部
職
養
成
課
程
と
そ
の
特
徴

玉

井

亮

子

(

��)

Ｅ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
け
る
保
護
命
令

電
子
情
報
の
非
開
示
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て

竹

部

晴

美

(

���)

党
首
選
出
に
お
け
る
日
英
比
較

な
ぜ
英
国
の
首
相
は
若
い
の
か

山

田

真

裕

坂

本

元

来

(

���)

研
究
ノ
ー
ト

注
釈
・
フ
ラ
ン
ス
家
族
法
（
二)

田

中

通

裕

(

�301)

判
例
研
究

建
造
物
損
壊
罪
に
お
け
る
「
建
造
物
」
の
範
囲
が
問
題
に
な
っ
た
事
例

最
高
裁
平
成
一
九
年
三
月
二
〇
日
第
一
小
法
廷
決
定
（
刑
集
六
一
巻
二
号
六
六
頁)

秋

元

洋

祐

(

�321)

遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
と
相
続
債
務
と
の
関
係

財
産
全
部
を
相
続
さ
せ
る
遺
言
に
対
す
る
遺
留
分
権
利
者
の

法
定
相
続
分
に
応
じ
た
相
続
債
務
額
を
遺
留
分
額
に
加
算
す
る
こ
と
の
可
否竹

部

晴

美

(

�345)

資

料

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

林

紀

昭

(

���)
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